
平成２８年 鳥取市教育委員会 １２月定例会 会議録 

 

１ 日  時  平成２８年１２月２７日（水） １５時３０分 から 

 

２ 場  所  鳥取市教育センター ２階 会議室 

 

３ 出 席 者  〔教育委員〕 

教育長  : 木下 法広 

委 員 ： 山脇 彰子 

委 員 ： 石谷 充 

委 員 ： 藤井 喜臣 

委 員 ： 畑 千鶴乃 

        〔事 務 局〕 

         事務局長：尾室 高志     次長兼教育総務課長：木村 義彦 

次長兼学校教育課長 豊福 聡 

文化財課長：冨田 恵子       学校保健給食課長：平戸 伊寿美   

中央図書館長：田村 晴夫    教育センター所長：竹内 通恵 

学校教育課参事：河上 照雄   教育総務課長補佐：河口 正博 

学校教育課長補佐：山根 ちはる 

生涯学習・スポーツ課長補佐：高野 博司 

        〔傍 聴 者〕 １名 

 

４ 会議次第 

  ○行事報告及び行事予定について                  〔教育総務課〕 

 

【審議案件】 

（１）議案第 40 号 鳥取市立小学校及び中学校管理規則の一部改正について 

〔学校教育課〕 

（２）議案第 41 号 鳥取市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の 

一部改正について            〔生涯学習・スポーツ課〕 

 

【説明・協議事項】 

（１）鳥取市教育委員会事務の自己点検・評価報告書について      〔教育総務課〕 

（２）鹿野地域小中一貫校の設置について                   〔学校教育課〕 

 

【報告事項】 

（１）分譲宅地造成工事に伴う開発予定地における通学区域について 〔校区審議室〕 

 



（２）平成 28 年度通学路合同点検の結果及び対策予定について 〔学校保健給食課〕 

（３）鳥取市民体育館再整備の検討状況について     〔生涯学習・スポーツ課〕 

（４）12 月定例市議会一般質問教育長・事務局長答弁要旨について    〔各課等〕 

 

【先回定例会の議事録について】 

  

【その他】 

 （１）次期委員会の開催について       

〇教育委員会親睦会   平成 28年 12 月 27 日(火) 18:30～ ホープスターとっとり 

○１月定例教育委員会    平成 29 年 1 月 27 日(金) 13:30～鳥取市役所本庁舎４-３ 

○２月定例教育委員会  平成 29 年 2 月    日( )   :  ～ 

（２）平成 28 年度市町村教育委員研究協議会（文部科学省主催）について 

   日程：平成 29 年 1 月 26 日（木）、場所：九州大学会議室、出席委員：藤井委員様 

 

５ 会議概要 

１５時３０分 開会 

 木下教育長 あいさつ 

  

○行事報告及び行事予定について  

教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

 

【審議案件】 

（１）議案第 40 号 鳥取市立小学校及び中学校管理規則の一部改正について 

  学校教育課（資料に基づき説明する。） 

 ※原案のとおり承認された。 

 

（２）議案第 41 号 鳥取市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部改正

について 

  生涯学習・スポーツ課長補佐（資料に基づき説明する。） 

【質疑等】 

（委員） 

   別表１～８まで区域ごとになっていますが、合併して随分経つのに鳥取区域とか

国府区域とかいつまで続けるのかなというのがひとつと、もうひとつは夜間照明を

有しない校庭を午後９時まで開放する改正になっていますが、夜暗いのに年中９時

まで開放する理由があるのかなと思いますがどうでしょうか。 

（生涯学習・スポーツ課長補佐） 

   １点目の件については、検討とさせてください。２点目につきましては、幅広く

設定させていただいているところでして、実際の利用は確かに日が沈んだら使わな



いと思いますが、規則上は幅広く設定させていただいているところです。 

（委員） 

   校庭ということは別に誰かがいないといけないわけではないですよね。 

（委員） 

  体育館の場合、借りるスポーツ団体の方に鍵がどこにあるか伝えてあって、後片

付けもお願いして自己管理のうえ使ってもらうのが普通です。学校の職員が夜遅く

までそこに残るというわけではありません。 

（木下教育長） 

  使うときはまだ教員がいる時間なので、教員が鍵を渡して、返すのは翌日の朝に

受け取るとかそういう方法を取っていると思います。 

  あと、夜間照明のないところでも９時まで使うかという話ですが、例えば盆踊り

とか夜間照明がなくても使いたいというところがあるかもしれません。 

（委員） 

   夜暗くても使われる方があるのかなと思いましたが、盆踊りとかジョギングとか

ありそうですね、わかりました。 

 ※原案のとおり承認された。 

 

【説明・協議事項】 

（１）鳥取市教育委員会事務の自己点検・評価報告書について           

教育総務課長（資料に基づき説明する。）  

  【質疑等】 

（委員） 

外部の方が評価をすることが義務付けられているということでしょうか。内部の

評価では足りないということでしょうか。 

 （教育総務課長） 

   はい、そうです。 

 （委員） 

   それと、一日で評価されるのは大変だなぁと思ったのと、本当に二人の評価でい

いのだろうかと思いました。例えば大学の先生だけでなくて、幼稚園とか保育園の

先生とか、私学もいろんなことに取り組んでおられるので私学の目から評価しても

らうのもいいかもしれません。評価する方を増やして、１日でなく数日かけて評価

してもらうとか、そういうことは可能でしょうか。 

 （教育総務課長） 

   ちょうど２７年度の評価が終わり、設定しておりました計画年度の評価が終わっ

たところですので、今後の評価のあり方について内部でもどういった評価方法がい

いか検討しているところです。評価者の人数やヒアリングの日数についても今後検

討させていただきたいと思います。 

 



 （委員） 

   評価対象事業の選択は教育委員会側が決められるのでしょうか。それとも評価者

の方が加わって抽出していくのでしょうか。 

 （教育総務課長） 

   この度の評価につきましては、主要事業ということで事務局の方で抽出したもの

でしたが、来年度からの評価について、評価者の方に事業を選択していただくこと

も必要だと内部で検討しているところです。 

 （委員） 

   外部評価は法律のもとで義務化されているけれども、評価される項目については

教育委員会の判断で実施することができるということですね。わかりました。 

 

（２）鹿野地域小中一貫校の設置について     

   学校教育課長（資料に基づき説明する。） 

【質疑等】 

（委員） 

   既存の学校を使うというのはわかりますが、ブロック制にするということです

が、教室はそのままで足りるのですか。 

（学校教育課長） 

  はい。子どもの数が少なくなっているということもあります。 

（教育長） 

   ５・４制のブロック制というのは、具体的には小学校の校舎を５年生まで、小

学校６年生と中学校１～３年生までが中学校の校舎を使用するということです。

義務教育学校になりますから、小学校、中学校というのがなくなりますので１年

生から９年生ということになります。卒業証書は一枚、学校長も一人となります。 

（学校教育課長） 

  やはり新しい形の学校になりますので、住民の説明も十分に必要だと思います。

住民のニーズを踏まえた教育課程の編成であるとか、分離型の一貫校になります

ので移動が必要になってくるケースもあり、それを踏まえた学校行事のあり方等

を工夫していくことが検討されています。それなりのハードルはあるのですが、

新しい学校づくりに向かう思いを非常に強く持っておられますので、その辺りを

踏まえた学校運営というのが求められていると思います。 

（木下教育長） 

  これまでに経験したことのない新しい学校ができることになりますので、地域

や保護者の方々に十分理解されていないと不安な部分があると思います。ただ、

推進委員会の方はそこのところは承知の上で教育委員会にこのように申し出てお

られるということです。 

（委員） 

   ５・４制になると、他の学校からこの学校に入ってきたときに、子どもも保護



者も戸惑うのではないかという不安があります。 

（木下教育長） 

  確かにおっしゃるような懸念はあります。校区内の方がこんな義務教育学校は嫌

だと言われる方があったり、逆に全国にあまりないこういう学校だからこそ行きた

いという方もあると思いますので、選択制ということも考える必要があると思って

います。 

（委員） 

  手続き的なところになりますが、推進委員会から中間報告が提出されたところと

いうことは、いずれ最終報告が提出される流れになりますよね。今までの住民説明

会は推進委員会が主催されたということですので、教育委員会が主催の住民説明会

もした方がいいのではと思いますがどうでしょうか。住民の方の受け止め方として、

教育委員会と推進委員会が一緒になって話を進めているというイメージを持たれ

ていて、改めて説明会をしなくても理解されているというムードができているので

あれば必要ないですが。 

（木下教育長） 

  毎回、この推進委員会には教育委員会として校区審議室が入っていますので、地

元の方はすべて教育委員会の確認、了解のうえで進んでいるものと考えておられる

と思います。 

 

【報告事項】 

（１）分譲宅地造成工事に伴う開発予定地における通学区域について            

  教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

   

（２）平成 28 年度通学路合同点検の結果及び対策予定について 

  学校保健給食課長（資料に基づき説明する。）  

 

（３）鳥取市民体育館再整備の検討状況について   

  生涯学習・スポーツ課長補佐（資料に基づき説明する。） 

    

（４）12 月定例市議会一般質問教育長・事務局長答弁要旨について             

教育総務課長（資料に基づき説明する。） 

学校教育課長（資料に基づき説明する。） 

学校保健給食課長（資料に基づき説明する。） 

文化財課長（資料に基づき説明する。） 

生涯学習・スポーツ課長補佐（資料に基づき説明する。） 

 

【先回定例会の議事録】 

 



【その他】 

（１）次期委員会の開催について                           

    〇教育委員会親睦会   平成 28 年 12 月 27 日(火) 18：30～ ホープスターとっとり 

○１月定例教育委員会    平成 29 年 1 月 27 日(金) 13：30～鳥取市役所本庁舎４-３ 

日程調整のうえ 

○２月定例教育委員会  平成 29 年 2 月 20 日(月) 9:30 ～場所未定 

 

（２）平成 28 年度市町村教育委員研究協議会（文部科学省主催）について 

    日程：平成 29 年 1 月 26 日（木）、場所：九州大学会議室、出席委員：藤井委員様 

 

 

教育長  以上で１２月定例教育委員会を終了します。   

閉会 １７時４５分 

 

 

      


